五泉市学校給食調理業務受託業者選定プロポーザル審査基準
（趣旨）
第１条　この基準は、五泉市学校給食調理業務に係る委託業者選定要領（以下「選定要領」という。）に基づいて、受託業者を１者選定するために必要な事項について定める。
（審査項目）
第２条　選定要領第５条第１号に定める受託業者を１者選定するための評価項目内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(１）事業所の実績
ア　会社経歴及び経営状態が正常かつ良好であること。
イ　継続して３年以上給食事業等を営み、現にその実績が豊富で良好なこと。
ウ　栄養士、調理師の数が十分にいること。
エ　別に定める「学校給食調理業務共通仕様書」に基づき業務を継続して確実に履行する能力があること。
（２）給食業務の基本的な考え方

ア　教育の一環としての学校給食に深い理解を有し、食の面から児童生徒たちの教育に携わることの重要性を認識し、その目的達成のために努力すること。
イ　提出された献立を安全に調理し、児童生徒に『より安全でより美味しい』給食を提供するためのコンセプトを有し、その実現に向けての取組みを行うこと。
　　　ウ　調理関係職員の研修体制は充実しているか。
エ　五泉市食育教育を理解し、関与可能な提案をしているか。
（３）給食調理業務の実施方法

ア　給食調理業務体制が十分とられていること。

イ　休暇、事故時の代替従業者は十分確保されているか。
ウ　各校の調理業務に従事する者のうち1名以上は調理師又は栄養士が確保できること。

エ　事故発生時における対応は的確にできるか。

（４）衛生管理方法

ア　衛生管理の体制に留意している点は的確か。
イ　給食施設、設備に対する配慮や取扱は十分か。
ウ　従事者の健康管理体制は十分確保されているか。
エ　過去3年間に安全衛生管理上重大な事故を起こしていないか。
（５）その他

ア　他者と比較し特別優位な特徴があるか。
イ　受託への熱意は感じられるか。
（評価点）
第３条　各項目の審査は、評価点により行う。各項目の評価割合は次の各号に掲げるとおりとし、合計を１００点とする。
（１）事業所の実績


１０点／１００点
（２）給食業務の基本的な考え方
２０点／１００点
（３）給食調理業務の実施方法

３０点／１００点
（４）衛生管理方法


３０点／１００点

（５）その他



１０点／１００点

（選定審査表）
第４条　審査は、選定審査表によって行う。

（審査方法）
第５条　委員会は、選定要領第９条に基づき実施されるヒアリングの結果を踏まえ、選定審査表に基づいて、提案書提出者を評価する。
２　提案書提出者の評価点は、選定審査表により採点された各委員の評価点の平均値をもって委員会の評価点とする。
３　委員会は、評価結果に基づき、上位２者について審議し、受託候補者を１者選定する。ただし、上位２者の評価点に２０点以上の差が生じたときは、審議を経ることなく最上位の者を受託候補者とする。

附　則
この基準は、平成24年1月12日から施行する。
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